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西山美香さんの15年9カ月【事件⇒冤罪⇒再審無罪】

【第一幕】発生

2003年5月 男性の入院患者が死亡

【第二幕】殺人事件へ

2004年7月 西山さん、逮捕

2005年11月 一審で懲役12年の有罪判決⇒計7回「有
罪」

【第三、四幕】再審訴える報道、開始決定へ

2017年5月 中日新聞が再審を訴える報道

12月 大阪高裁が再審開始を決定

【第五幕】日本の司法を徹底検証

2020年3月 大津地裁が再審無罪判決

2021年3月 国家賠償訴訟スタート



〝事件〟は今から18年前（２００３年）に

起きた…



【初報】呼吸器外れ、男性が死亡、警報器作動せず



午前４時半ごろ、

当直のＳ看護師と看護助手の西山
さんが病室を巡回中、

Ｓ看護師が患者の死亡に気づく

※看護助手とは…看護師の補助的な役割を
担う。国家資格はない。採血や注射などの
医療行為はできない。



■それぞれの証言、反応は…

【証言１】「人工呼吸器のチューブの接続部が２㌢ほど外
れていた。アラームは鳴っていない」（Ｓ看護師）

【証言２】「Ｓさんが〝あっ〟と声をあげたので振り向い
た。Ｓさんに『アラーム、鳴らなかったよね』と聞かれた。
私は『はい。鳴っていません』と答えた」（西山さん）

【病院の反応】男性は半年前に入院し、植物状態。入院時
カルテに「いつ死亡してもおかしくない」「過失はない」

【遺族の反応】回復すると思っていたのに、許せない

【警察】事件・事故の可能性で捜査



実は…
当直の看護師が２時間おきに痰（たん）の吸引

Ｓ看護師は定時（午前１、３時）に吸引せず

痰づまりで死亡と勘違い

責任を逃れで「外れていた」と発言（？）

※「チューブ接続」「アラーム鳴らず」⇒自然死



【警察が立件の方針を決める】

業務上過失致死容疑

居眠りし、アラームを聞き逃した

〝筋書き〟通りの供述が要る

自白の強要



■１年後■刑事が脅迫⇒「鳴りました」（西山さん）

「写真を並べておいて、机に顔
を近づけるような形に頭を押し
つけました。怖くてたまらな
かった」

Ｓ看護師への追及が激化



第２幕…同僚を助けるための〝うそ〟

Ｓ看護師はシングルマザー

「子どもを残し、かわいそう」

「本当は鳴っていない」何度も撤回求め

（夜中の２時に署を訪ねたことも）

受け入れられず「もう、自分のせいにするしか…」

「私がチューブを外した」



警察が発表…（2004年7月、中日新聞）



自白の変遷

【逮捕】

「認める」調書

自白調書が38通も

↓
【起訴】

↓
【裁判】

「やっていません」



さらに１年後の2005年「懲役１２年」の有罪判決



第一次再審請求へ（2010年）



供述心理学を否定⇒【棄却】

《裁判所の言い分》

「自白の信用性は裁判所の判断」

「供述心理に科学的根拠ない」

《弁護団の反論》

合理的な説明ない／裁判官に心理学の
専門性ない／古い考え方／独善で傲慢



■有罪から再審無罪までの流れ

《原審＝確定審》
【一審】大津地裁（2005年）⇒懲役12年
【二審】大阪高裁（2006年）⇒控訴 棄却
【三審】最高裁（2007年）⇒上告 棄却
《第一次再審請求審》
【一審】大津地裁（2011年）⇒却下
【二審】大阪高裁（〃）⇒却下
【三審】最高裁（〃）⇒却下
《第二次 〃 》
【一審】大津地裁（2015年）⇒却下
【二審】大阪高裁（2017年）⇒開始決定
【三審】最高裁（2019年）⇒開始確定
《再審》大津地裁（2020年）⇒無罪



第３幕…第二次再審請求審へ

2012年
9月 井戸謙一弁護士が弁護人になり、新た に第2次再

審請求を申し立てる

2013年
2月 中学の恩師５人が「支える会」立ち上げる

2015年
中日新聞の記者が獄中からの手紙を読む



【キーパーソン１】 井戸謙一弁護士

【経歴】日本で初めて原発を止めた裁判官

（2006年3月、金沢地裁裁判長）

《父親の依頼で資料を調べてみると…》

「本当は鳴っていない」と警察署に訴え

⇩
犯人ならＳ看護師に罪をかぶせるはず

⇩
冤罪では！

⇩
救い出さなければ…



■大津支局の記者（角雄記）が手紙の存在を知る



■いくつもの疑問が見えてきた…

自ら何度も署を訪ねる

取調中、刑事の手の甲に触れる

「離れたくない」と抱きつく

供述調書が異常に多い（38通）



■「検事さんあて」の手紙

▼裁判の3日前

「もし罪状認否で否認してもそれは
本当の私の気持ちではありません」

Ａ刑事が書かせるせた理由…
⇩

裁判で否認すると捜査中の「誘導」を疑われる

⇩
〝予防線〟を張っておくため？



なぜ、A刑事の言いなりになったのか…

【手紙の中に、ヒントがあった】

「私は幼いころから兄が優秀で比べられ／他

の人は兄と比べて私はだめ人間みたいに言っ

てきたのに、Ａ刑事は『西山さんはむしろかしこ

い子だ、普通と同じでかわった子ではない』と／

心を許していこうと思ったじんぶつでした」



■発達障害を類推させたる行動歴

幼稚園の運動会で、周囲の注目を浴びるた
め、グラウンドを反対回りに走った

児童相談所のカウンセリングを受けた

中学校で、大声を出して授業の妨害をした

病院で、ミスを繰り返す



｢発達障害｣は〝新たな視点〟

2005年、発達障害支援法施行

2016年、「司法の配慮義務」を明記

発達障害で冤罪になる事件も続発

恩師が証言「今なら発達障害を疑う」



獄中鑑定へ

【キーパーソン２】
精神科医、小出将則氏

「知的障害」に気づく

• 元中日新聞記者

• 愛知県一宮市で精神科クリニッ
クを経営、千人近くの患者を診
てきた実績

• 「その手紙を見せてくれない
か」

• 漢字のささいな間違いから「発
達障害だけじゃない。知的障害
がある」と気づいた

• 2017年2月、彦根市の両親と面談



■獄中鑑定で判明したことは…

• 軽度知的障害（9～12歳）

• 注意欠陥多動症（ＡＤＨＤ）

• 自白した日に病院で「不安神経症」の診
断⇒ ＡＤＨＤ×不安神経症＝うつ状態

• 相手の意図を読み取るのが苦手



逮捕から13年、シリーズ第１弾始まる







シリーズ〝第２弾〟違法捜査を追及へ

〝筋書き〟をつくり暴走

〝たたき割り〟で自白させる

殺意、動機…捜査側がつくり出す

〝悪者〟に仕立てる

…驚くばかりの古典的な捜査手法



2017年7月、シリーズ第２弾（８回）始まる











■自白だけでは有罪にできない

「何人も、自己に不利益な

唯一の証拠が本人の自白であ

る場合には、有罪とされ、又

は刑罰を科せられない」

（憲法３８条３項）



2017年12月、大阪高裁が再審開始を決定





足利事件

1990年、栃木県足利市で当時4歳の
女児が殺された。

1991年、DNA鑑定をもとに約1年
半後、幼稚園のバス運転手だった
菅家利和さんが逮捕され、無期懲
役の有罪判決を受けた。

2009年、DNA再鑑定で無実が判明。



■後藤裁判長は当時、最高裁の調査官だった

1991年 菅家利和さん逮捕
1993年 宇都宮地裁で無期懲役の判決
1996年 東京高裁が控訴棄却
1997年 最高裁に上告

弁護側のDNA鑑定では不一致
⇒後藤調査官がDNAの再鑑定を拒否

2000年 最高裁が上告棄却
⇒さらに９年服役

2007年 足利事件が時効
2009年 再審、無罪







第４幕…裁判所の実態と問題を検証

【西山さんを「有罪」にした裁判官は24人】

なぜ？

無実を見極められない背景には、

〝構造的な問題〟

が、ありはしないか…













類いまれな裁判官による、類いまれな決定だった



第５幕…検察の実態と問題を検証

〈１〉起訴したら絶対に引き返さない

〈２〉法廷での敗けが許されない

〈３〉証拠の〝ねつ造〟と〝隠蔽〟が横行

〈４〉組織への絶対服従

■■起訴後は、すべての行動規範が「真
実」が何かより、検察の体面が優先される
メカニズムになっている■■











★★★西山さんは「個人」での闘いを始めた



たった一人で署名集めに立った西山さん【救援新聞より】






